
 
 

 
令和 5 年 1 ⽉２７⽇ 

国⼟交通省関東地⽅整備局 
⻑野国道事務所 

 

国道１９号⻑野市篠ノ井⼩松原地区地の通⾏⽌め基準を変更します 
 国道１９号⻑野市篠ノ井⼩松原（しののいこまつばら）地先の隣接地における地すべりに
ついて、計画していた地すべり本体に対する対策⼯の完了に伴い、国道 19 号の全⾯通⾏⽌
め基準を変更します。 

 

 令和３年７⽉に国道１９号の⻑野市篠ノ井⼩松原地先において、隣接地で地すべりが発⽣し、
全⾯通⾏⽌めにより応急復旧⼯事を実施した後、⽚側交互通⾏に移⾏し地すべり対策⼯を進め
令和４年２⽉１⽇（⽕）に交通規制解除したところです。 
 その後も⻑野県において地すべり対策⼯が進められ、計画していた地すべり本体に対する対
策⼯が令和４年１２⽉に完了しました。地すべり対策⼯事の進捗に伴い、現地で設定していた国
道１９号の通⾏⽌め基準を下記に変更します。 
 

国道１９号の全⾯通⾏⽌め基準 
１． 地すべり箇所に設置した伸縮計で２．０mm/h 以上の変位量を計測した場合 
２． 監視カメラによる監視、及び下記※の⽰す現地点検により異常が確認された場合 
 

なお、伸縮計による観測は概ね１年間（令和５年１２⽉末まで）継続する 
 

※国道１９号秋古地区事前通⾏規制区間（⻑野市篠ノ井秋古（しののいあきご）〜⼩市（こいち）） 
と同様に、当該箇所においても⻑野国道事務所設置の⾬量計で 60 分⾬量が 30mm 以上、もし 
くは連続⾬量が 65mm（事前通⾏規制基準⾬量 130mm の 50％）を超えた場合、現地点検を 
実施 

 

基準の変更⽇時 
令和５年１⽉２７⽇（⾦）１４：００〜 
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国道１９号⻑野市篠ノ井⼩松原地先の道路管理体制の変更 
 
 

■これまで 
 
（１）地すべり箇所に設置した伸縮計で２．０mm/h 以上の変位を計測した場合 
（２）⻑野国道の設置した⾬量計で６０分⾬量が２０mm もしくは連続⾬量が８０mm を超え

た場合 
（３）監視カメラによる監視で異常が確認された場合 
 

全⾯交通解放への再移⾏について 
  伸縮計の変位量が２．０mm/h 未満かつ降⾬量２mm/h 以下を３時間連続して計測し、 

現地の点検等で安全が確認できた段階で全⾯開放へ移⾏ 
 
 
 
 
■変更後 
 
（１）地すべり箇所に設置した伸縮計で２．０mm/h 以上の変位量を計測した場合 
（２）監視カメラによる監視、及び下記※の⽰す現地点検により異常が確認された場合 
 

全⾯交通解放への再移⾏について 
  伸縮計の変位量が２．０mm/h 未満かつ降⾬量２mm/h 以下を３時間連続して計測し、 

現地の点検等で安全が確認できた段階で全⾯開放へ移⾏ 
 
なお、伸縮計による観測は概ね１年間（令和５年１２⽉末まで）継続する 
 
※国道１９号秋古地区事前通⾏規制区間（⻑野市篠ノ井秋古〜⼩市）と同様に、当該箇所にお 

いても⻑野国道事務所設置の⾬量計で 60 分⾬量が 30mm 以上、もしくは連続⾬量が 65mm
（事前通⾏規制基準⾬量 130mm の 50％）を超えた場合、現地点検を実施 

 
 

■基準の変更⽇時 
令和５年１⽉２７⽇（⾦）１４：００〜 
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国道１９号⻑野市篠ノ井⼩松原地先の隣接地の地すべり 
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小松原地先 

地 す べ り 対 策 工 （ 鋼 管 杭 ） の 施 工 状 況  

【 写 真 提 供 ： 長 野 県 】  

国土地理院地図 

令 和 ５ 年 １ 月 １ ７ 日 撮 影  

【 写 真 提 供 ： 長 野 県 】  


